
第４８号議案 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得することについて議決を求める。  

 

１ 財 産 の 種 類  物品 

２ 財 産 の 内 容  志木市消防団第４分団車両 

３ 取 得 金 額  金２５，３００，０００円 

４ 契約の相手方  埼玉県さいたま市南区辻４丁目１８番１０号 

          埼玉消防機械株式会社 中央支店 

           支店長 髙橋 怜 

 

  令和７年７月１日提出 

 

志木市長 香 川 武 文   

 

      提 案 理 由 

 志木市消防団第４分団車両を取得したいので、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案

を提出するものである。 


